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民商新規入会 共済も同時加入 

先日新たに Tさんが入会。 

申告時期に民商に電話が鳴り「今は税理士にお願いしているが、依頼の金額が年々あ

がりまいっている。記帳は自分でしていて申告だけでかなりの金額を取られる。令和

８年分からは自分でできるようになりたい。知人から民商に入りや。とおすすめされ

た。」とのこと。さっそく令和７年の申告が落ち着いた頃来局され、共済も同時加入。

次の申告に向けて記帳の見直しも始め、さっそく動き出しました。 

みなさんも申告について困っている知人への声掛けぜひお願いします。また、一息

着いたら領収書などの整理や記帳、頑張っていきましょう。 


